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密集住宅市街地整備促進事業の取組について 

 

１ 事業概要 

老朽住宅が密集し、道路・公園等が未整備のため震災時に多大な被害を受けると予想 

される地域において、防災性の向上と住環境の改善を図る。 

（１）事業地区  谷中二・三・五丁目（２８.７ｈａ） 

（２）事業期間  令和１２年度まで（予定） 

（３）不燃領域率 ５２.３％（令和６年１２月末時点） 

（４）整備概要  道路拡幅整備、不燃化建替え促進等 

   

２ 令和８年度の主な事業内容について 

（１）主要生活道路の主な取組 

主要生活道路Ａ路線において、用地の取得及び整備に向けた調査等を実施する。 

※用地取得箇所 ３ページ「事業箇所図」のとおり 

 

（２）不燃化特区制度の一部拡充について 

都指定の不燃化特区について、現行の指定期間が令和７年度で終了するため、令和 

８～１２年度の継続指定に向け、都と調整を行っているところである。整備目標であ 

る不燃領域率７０％に向けて、より一層不燃化の促進を図るため、令和８年度より不 

燃化特区制度の一部を拡充する。 

   ①対象地域 谷中二・三・五丁目（不燃化特区） 

   ②拡充内容 老朽建築物除却助成の上限額 

 

 

 

 

 

 

 

現 行 改正案 

老朽建築物の解体除却費及び敷地の整

地費、または国が定める除却単価に延

べ面積を乗じた額の、いずれか低い額  

上限１,５００千円 

同左 

 

 

上限３,０００千円 

令和８年２月２６日 

産業建設委員会資料 

都市づくり部地域整備第三課 
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３ 予算額（案） 

 （１）令和８年度予算額 

  歳 入  ４３,２６５千円 

  歳 出 １３８,８４０千円 

 

（２）令和７年度補正予算額 

繰越明許費 ３４,８５３千円 

 

４ 今後の予定 

令和８年 ４月       不燃化特区制度の一部拡充 

６月      財産価格審議会 

８月以降    土地売買契約締結等 
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事業箇所図 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

主要生活道路Ａ路線 

防災広場 
初音の森 

主要生活道路Ａ路線 

主要生活道路Ｇ路線 

主要生活道路Ｇ路線 

用地取得箇所 

 

地番：谷中三丁目６番２ 

取得面積：約５．５㎡ 

物件概要：工作物 

 

 

 

 

 

用地取得箇所（延期実施）  

 


